
会員区分及び会費規則 

 

第１条 （目的） 

本規則は、福岡 e スポーツ協会（以下「協会」という。）定款第２章第４条及

び５条に基づき、協会の会員区分及び年会費に関する必要な事項を定める。 

第２条 （会員区分及び年会費） 

① 正会員（個人会員：2,000 円、法人・団体会員：10,000 円） 

② 準会員：2,000 円 

③ 賛助会員：5,000 円 

第３条 （納入方法） 

年会費の納入は、会⾧の請求に基づき指定した期日までに前納するものとする。 

第４条 年会費の滞納が６か月以上に及ぶ会員は、会員としての資格を喪失する。 

第５条 第２条の会員区分及び年会費は、協会の活動資金として理事会で決定した割合

を目的遂行の為に使用する。 

第６条 既納の年会費は一切返還しない。 

第７条 本規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規約は，平成３１年２月１日から施行する。 

 


